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協定項目 １３  事務組織及び機構の取扱いについて 

 

  新町の具体的な組織及び機構は、次に掲げる方針に基づき、合併の日

までに整備する。 

  なお、行政区域が広がることから、支所機能は、住民生活に必要な住

民サービス業務と地域振興等を担うものとする。 

 

 （１）住民サービスの低下をきたすことのない組織・機構 

 （２）住民にわかりやすく利用しやすい簡素で効率的な組織・機構 

 （３）地方分権や新たな課題に即応できる組織・機構 

 （４）新町まちづくり計画の実現が円滑に遂行できる組織・機構 

 （５）責任の所在が明確で、的確な危機管理が行える組織・機構 
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